
群馬工業高等専門学校　2009 年度シラバス　8108820085MM/20090503

( 科目コード：8108820085MM)

【改訂】第 1 版（2009-03-23）
【科目】[ 知的財産権概論 ]

【科目分類】専門科目　【選択・必修の別】選択　【学期・単位数】前期・1 単位
【対象学科・専攻】機械工学科・5 年次
【担当教員】

中村 希望

【授業目標・教育方針】
企業入社後に技術者として必要な知的財産権に関する知識を取得する。		

【授業概要】
（１）各知的財産権の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）特許調査の方法・パテントマップの作成方法　　　　　　　　　　　　
（３）明細書の書き方及び中間処理並びに登録後の権利行使について　
（４）職務発明等企業における知財の役割について 		

【教科書・教材・参考書 等】
経済産業省特許庁「産業財産権標準テキスト特許編」第４版　　　　　　
経済産業省特許庁「産業財産権標準テキスト意匠編」　　　　　　　　　　
経済産業省特許庁「産業財産権標準テキスト商標編」第２版 		

【授業形式・視聴覚・機器等の活用】
数回の授業でパソコン端末を利用する 		

【メッセージ】
技術者として社会に出た際、即戦力となるよう、具体的な講義を盛り込んだ。また、学生諸君の研究の一助となるよ
うに特許情報検索の方法を扱う。是非とも特許制度を身近に感じ、今後の糧として欲しい。		

【リンク】
http://www.raijin.com/po-hatori
e-mail:hatoripat@sage.ocn.ne.jp

【成績評価方法】
［前期］中間試験：40%，期末試験：40%，レポート：20%

【本校の学習・教育目標】
◎ (C) 技術的課題解決のための専門分野の知識を身につける．

【JABEE 評価】
(d) 該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力 ( 分野別要件 )
工学 ( 複合融合・新領域 ) 分野の分野別基準

(1) 基礎工学の内容は，1) 設計・システム系科目群，2) 情報・論理系科目群，3) 材料・バイオ系科目群，4) 力学系
科目群，5) 社会技術系科目群からなり，各群から少なくとも１科目，合計最低６科目についての知識と能力
(2-a) 専門工学 ( 工学 ( 融合複合・新領域 ) における専門工学の内容は申請大学が規定するものとする ) の知識と能
力
(2-b) いくつかの工学の基礎的知識・技術を駆使して実験を計画・遂行し，データを正確に解析し，工学的に考察
し，かつ説明・説得する能力
(2-d) ( 工学 ) 技術者が経験する実務上の問題点と課題を理解し，適切に対応する基礎的な能力

(g) 自主的，継続的に学習できる能力
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【授業計画】（授業名：[ 知的財産権概論 ]）
回数 授業の主題 内容 レポート・宿題等

第 1 回 ガイダンス 知的財産法の全体像を説明し、同時に各法の目的と役
割について発明品等の現物を用いながら説明する。

第 2 回 ヒット商品はこうして生まれ
た！

ヒット商品が開発されたエピソードについて説明し、
ヒット商品と知的財産権の関係について考察する。	

第 3 回 特許法概要（１） 特許要件について説明する。	

第 4 回 特許法概要（２） 特許要件について説明する。
第 5 回 特許法概要（３） 特許要件について説明する。

	

第 6 回 明細書の書き方 簡単な技術に関する明細書を書き、明細書の書き方及
び広く権利を取ることの重要性を認識する。

レポート

第 7 回 企業における特許の役割 職務発明、共同出願、クロスライセンス、侵害時の対
応等、就職後に遭遇し得る問題に関する知識を得る。

第 8 回 中間試験
第 9 回 特許情報の取得 特許庁特許電子図書館の使い方について説明する。
第 10 回 特許調査の方法 研究テーマに関する先行技術を調査する。 レポート
第 11 回 外国出願 外国において特許を取得するにはどうしたらよいか、

ＰＣＴ出願とパリ優先権についての知識を習得する。
第 12 回 意匠法・商標法の概要（１） 意匠法・商標法の要件及び権利行使を受けた場合の対

応を説明する。
第 13 回 意匠法・商標法の概要（２） 意匠法・商標法の要件及び権利行使を受けた場合の対

応を説明する。
第 14 回 意匠法・商標法の概要（３）・不

正競争防止法
意匠法・商標法の要件及び権利行使を受けた場合の対
応及び不正競争防止法について説明する。

第 15 回 著作権法の概要 著作権法の概要を説明する。
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